
Ｊ－クレジット創出連携事業 仕様書 

 

 本仕様書は、奈良県と連携事業者（以下「事業者」という。）が相互に協力して実施す

るＪ－クレジット創出連携事業（以下「本事業」という。）について必要な事項を示したも

のである。 

 

１．事業の名称 

Ｊ－クレジット創出連携事業 

 

２．事業の目的 

奈良県は、令和７年３月に策定した奈良県脱炭素戦略において、Ｊ－クレジットの活用促

進を掲げている。このたび、「Ｊ－クレジット創出連携事業に関する協定」を締結し、県内

での太陽光発電設備等の導入によるＣＯ２排出量の削減で得られた環境価値をクレジット

化し、脱炭素化とＪ－クレジット創出の好循環を生み出すことを目的とする。 

 

３．事業の内容 

本事業の内容は以下のとおりとする。 

（１）本事業は、Ｊ－クレジット制度における適用方法論のうち、「ＥＮ－Ｓ－００１ボイ

ラーの導入」、「ＥＮ－Ｓ－００６照明設備の導入」及び「ＥＮ－Ｒ－００２太陽光発

電設備の導入」により創出されるＪ－クレジットを対象とする。 

（２）事業者は、環境価値を取りまとめ、Ｊ－クレジット制度に基づきクレジットの認証を

受けることとする。なお、ＣＯ２排出量に係るモニタリング対象者にモニタリング情

報の提供等を依頼する場合は、事業者が対応することとする。 

（３）事業者は、当該クレジットの販売先、販売価格及び取引方法について、県と協議のう

え決定することとする。 

（４）事業者は、当該クレジットの販売活動を実施し、販売先から購入代金を徴収すること

とする。 

（５）事業者は、販売収益の一部を県又は太陽光発電設備等の設置者に還元することとする。 

（６）本事業に係る一切の費用（本事業に係る費用とは、クレジットの認証申請・販売活動・

収益還元に要する費用をいい、太陽光発電設備等の設置・運用に要する費用を含まな

い。）については、事業者が全て負担することとする。 

 

４．事業の期間等 

（１）事業の期間 

当該クレジットの創出の日から８年間とする。なお、期間終了後の取り扱いについ

ては、県と協議のうえ決定することとし、可能な限り認証対象期間の延長を検討する。 

別紙 



（２）認証申請時期 

当該クレジットの認証申請は、県と協議したうえで実施することとし、令和９年度

中の認証を目指す。 

（３）販売活動期間 

事業者は、販売活動及び販売収益の還元については、毎年度実施することとする。

なお、販売の結果については、速やかに県に報告するとともに、販売収益の還元時期

については県と協議のうえ決定する。 

 

５．本事業の実施に伴う条件等 

（１）事業者は、本事業の実施にあたり、関連する法令等を遵守すること。 

（２）事業者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７ 

   号）第２条に規定する暴力団員と密接な関係を有しないこと。 

（３）事業者は、本事業の目的や意図を十分に理解したうえで、仕様書に基づいた事業計 

画を作成し、県の承諾を得て業務を遂行すること。 

（４）本事業を実施するにあたり、事業者が県との間に取り交わす連携協定に定める事項を

履行しない場合には、同協定を解除することがある。その際、奈良県の補助金を活用

して認証されたＪ－クレジットが既にある場合は、販売収益相当額の全部を、県に納

入すること。 

（５）事業者は、本事業を継続できなくなった場合は、県が適切と認めた新たな事業者に、

本事業に係る権利及び義務を継承させることができる。 

（６）事業者は、本事業の遂行にあたり知り得た情報を、県の許可なく他に漏らしてはなら

ない。また、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのな

いよう、関係法令に基づき、適正に個人情報を取り扱わなければならない。本事業の

期間終了後も同様とする。 

（７）事業者は、県から資料の貸与を受ける必要がある場合は、県と協議のうえ貸与を受け

ること。なお、貸与を受けた場合は、業務終了後速やかに資料を返却しなければなら

ない。また、貸与を受けた資料を汚損等させた場合は、事業者の責任において復旧す

ること。 

（８）本事業の実施に関して、仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、その都度

県と協議のうえ決定すること。 


